
令和４年度総合政策審議会からの提言への対応状況

部局名 課室名

提言１

健康づくり県民運動の推進について
7,192

843

350

7,192

2,438

1,254

特定健診・がん検診の受診の促進について
1,560

7,192

6,134

5,228

1,382

264

高齢者の健康維持と生きがいづくりの推進について
1,371

1,457

健康・医療・福祉戦略

所管

健康寿命日本一の実現について

「あきた健康宣言！」推進事業（「あきた健康宣言！」推進事業）

　多くの県民に情報が届くようにするため、テレビ、ラジオ、新聞、ＳＮＳ
等、様々なメディアを活用した情報発信を行う。

「あきた健康宣言！」推進事業（運動による健康づくり推進事業）

　ウォーキングアプリを活用した、企業対抗形式で歩数を競うウォーキングイ
ベントを開催する。

生活習慣病対策事業（学童期から始める健康づくり総合啓発事業）

　ウェブサイトで健康づくりに関する教材を提供するほか、リモートでの出前
講座等の環境を充実させる。

「あきた健康宣言！」推進事業（「あきた健康宣言！」推進事業）
【再掲】

　秋田県健康づくり県民運動推進協議会の「健康秋田いきいきアクション大
賞」の表彰等により、健康づくりの取組の好事例の共有を図る。

「あきた健康宣言！」推進事業（地域健康づくり人材活性化事業）

　市町村が健康長寿推進員の活動を積極的に支援する経費に対して助成するほ
か、推進員が他地域の活動事例を共有することや意見交換などを行う交流会を
開催する。

生活習慣病対策事業（地域・職域連携推進事業）

　保険者が保有する健診データの収集等により、有用なデータを県民に提供す
る。

健（検）診受診率向上総合対策事業（「声かけあって、みんなで受
診！」健（検）診受診促進事業）

　特定健診やがん検診の受診率向上を図るため、地域のかかりつけ医・歯科
医・薬剤師やがん対策推進企業等による受診勧奨を行う。

「あきた健康宣言！」推進事業（「あきた健康宣言！」推進事業）
【再掲】

　被扶養者も含めた特定健診の受診について、ウェブサイト、ＳＮＳ等の様々
なメディアを活用し、受診を呼びかける。

健（検）診受診率向上総合対策事業（胃がん検診助成事業）

　胃がんの罹患率が上昇する年齢層を対象に、検診の自己負担額相当分の費用
を無料化又は軽減するために、検診を実施する市町村に対して補助を行う。

健（検）診受診率向上総合対策事業（がん検診受診率向上推進事業）

　大腸がん、肺がん、乳がん、子宮頸がんの罹患率が上昇する年齢層を対象
に、検診の自己負担額相当分の費用を軽減するために、検診を実施する市町村
に対して補助を行う。

健（検）診受診率向上総合対策事業（若年女性のためのがん検診受診
促進事業）

　若い世代で罹患する可能性のある子宮頸がんについて、20歳代における検診
の自己負担額を軽減し、がん検診の受診促進と検診受診の習慣化を図るため、
検診を実施する市町村に対して補助を行う。

がん対策総合推進事業（若い世代からのがん教育事業）

　ＡＹＡ世代に対し、健（検）診受診の重要性を啓発するとともに、「自分が
がんにかかったらどのような生活になるのか」を考える機会を提供する。

地域でつなぐ認知症支援推進事業
(地域包括ケア連携・人材育成推進事業)

　市町村担当者へのヒアリングやアンケート等を通じて市町村の支援ニーズを
把握し、通いの場等へリハビリ専門職が関与する取組に対して支援を行う。

新しい総合事業の取組支援事業（生活支援コーディネーター活動促進
支援事業)

　通いの場の発掘、資源開発を行う「生活支援コーディネーター」の活動を支
援するため、必要に応じて研修講師や現地ファシリテーターの派遣等を行う。

提言内容 令和５年度当初予算での対応

備考

具体的な方策 主な事業の名称・内容・予算額（千円） 提言 新プラン

①
目指す姿1
方向性①

健康福祉部
健康づくり推進
課

①
目指す姿1
方向性①

健康福祉部
健康づくり推進
課

①
目指す姿1
方向性①

健康福祉部
健康づくり推進
課

②
目指す姿1
方向性①

健康福祉部
健康づくり推進
課

②
目指す姿1
方向性①

健康福祉部
健康づくり推進
課

③
目指す姿1
方向性①

健康福祉部
健康づくり推進
課

①
目指す姿1
方向性①

健康福祉部
健康づくり推進
課

①
目指す姿1
方向性①

健康福祉部
健康づくり推進
課

①
目指す姿1
方向性①

健康福祉部
健康づくり推進
課

①
目指す姿1
方向性①

健康福祉部
健康づくり推進
課

①
目指す姿1
方向性①

健康福祉部
健康づくり推進
課

①
目指す姿1
方向性①

健康福祉部
健康づくり推進
課

⑶

①
目指す姿3
方向性④

健康福祉部 長寿社会課①　住民主体の通いの場の拡充のため、市町村との連携を強
　化すること。

・　高齢者の生きがいづくりのための場、いわゆる「通いの場」
　については、各市町村においてその地域の実情に応じて形成・
　運営されている状況にあるが、住民主体の通いの場の拡充に向
　けて、市町村との連携を強化することが重要である。

①
目指す姿1
方向性④

健康福祉部 長寿社会課

⑴ ・県民のニーズや広報のあり方の把握（①）につ
いては、「健康づくりに関する調査」（３年に１
回実施）や「県民意識調査」の結果の分析（ゼロ
予算）を行うことで、ニーズ等を把握していく
（目指す姿1方向性①）。

①　情報を届けたいターゲット層を意識し、年齢や性別等に
　応じた効果的な情報発信を行うこと。

②　健康づくりに関する自治体間の連携強化を図ること。

③　自治体毎の健康づくりに関するデータを幅広く提供する
　こと。

①効果的な情報発信
・　受け手の年齢や性別等により、情報を得るための媒体や入手
　したい情報は様々であることから、「健康づくりに関する調
　査」や「県民意識調査」の結果等を踏まえ、県民のニーズや効
　果的な広報のあり方を的確に把握することが重要である。
・　ＩＣＴを活用したウォーキングイベントの開催やデジタル教
　材を用いた学習機会の提供などの取組により、情報発信におけ
　るデジタル化を推進する必要がある。

②自治体間の連携強化
・　「秋田県健康づくり県民運動推進協議会」における健康づく
　りの取組に関する好事例の情報共有や、各地域で活動する健康
　づくりの推進員等による活動事例発表会を充実させるなど、自
　治体間の連携を強化する必要がある。

③自治体毎の健康づくりに関するデータの提供
・　各市町村の健康づくりに関する指標やデータを比較・分析
　し、公表することは、現状の把握や、今後取り組むべき施策の
　明確化につながることから、有用なデータを活用しやすい形で
　県民に幅広く提供する取組を進めていくことが重要である。

⑵ ・受診率が高い都道府県の調査・分析について
（①）は、全国における取組事例集等の活用（ゼ
ロ予算）などにより、受診率向上に効果的な方策
の検討を行っていく（目指す姿1方向性③）。

①　特定健診の受診率向上に向けた対策を強化すること。 ・　被用者保険における被扶養者の特定健診受診率が低い状況に
　あるため、各医療保険者やかかりつけ医・歯科医師・薬剤師等
　との連携や、商工団体を通じた事業主への働きかけに加えて、
　テレビＣＭ等も活用した被扶養者の受診率向上につながる広報
　活動を強化する必要がある。
・　特定健診とがん検診の同時実施や、健（検）診実施機関の拡
　大など、受診者が健（検）診を受けやすい環境を整備する必要
　がある。
・　受診率が高い都道府県がどのような取組や工夫を行っている
　か調査・分析を行い、その結果を参考にして受診率向上に資す
　る方策を検討する必要がある。

　資料３
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部局名 課室名

健康・医療・福祉戦略

所管

提言内容 令和５年度当初予算での対応

備考

具体的な方策 主な事業の名称・内容・予算額（千円） 提言 新プラン

提言２

医療を支える人材の育成・確保について
20,602

91,600

1,215

地域医療の提供体制の整備について
43,594

174,700

3,465

新興感染症等に対応できる医療提供体制の確保について
20,000

513

安心で質の高い医療の提供について

看護職員確保対策事業（ナースセンター事業）

　ナースセンターにおいて、若い世代や潜在看護師等に向け幅広く情報が届け
られるよう、職業紹介や求職に関する情報についてウェブサイト等での情報発
信を強化する。

医師地域循環型キャリア形成支援システム推進事業（あきた医師総合
支援センター運営事業）

　医師の県内定着を図るため、若手医師が大学と地域の医療機関を循環しなが
ら、キャリア形成できる体制の構築によるキャリアアップのほか、修学資金貸
与医師等の若手医師が県外や海外での研修を希望する場合のキャリア支援を行
う。

医療従事者養成事業（ 医療専門職支援人材の確保・定着事業）

　医師の労働環境改善を図るため、医療秘書を育成し、県内就業及び定着促進
に繋がる取組に対して支援する。

医療のデジタル化推進事業

　医療のデジタル化を推進するため、オンライン診療の活用モデル構築に向け
た実証事業に対し助成する。

医療ネットワーク推進事業

　秋田県医療連携ネットワークシステムの安定的な運用と更なる拡大を図るた
め、システムの機能強化に伴う医療機関の機器更新等を支援する。

急性期診療ネットワーク推進事業

　脳卒中等の急性期疾患に対応するため、救急告示病院への遠隔画像連携シス
テム導入による、病院間・病院内の診療ネットワーク構築を支援する。

感染症対策事業（感染症対策基盤強化事業）

　新型コロナウイルス感染症等の新興感染症等が発生した際に指導的役割を担
うことのできる感染症専門医療人材の養成を行う、秋田大学「感染症コアセン
ター」への支援を継続する。

感染症対策事業（対策推進事業）

　感染症法に基づく秋田県感染症予防計画を改定し、次期医療計画に反映させ
るため、専門家の意見を聞く新興感染症部会を開催する。（3回）

⑴

①
目指す姿2
方向性①

健康福祉部 医療人材対策室

・ナースセンターの求職申込等の利用におけるア
プリ等を活用した効果的な取組（①）について
は、国が「マイナンバー制度を活用した看護職人
材活用システム」を令和６年度に運用開始予定と
しており、ナースセンターにおいて本システムの
活用が想定されていることから、具体的な活用方
法を踏まえ取組を検討する（目指す姿2方向性
①）。

①　潜在看護師等の確保に向けた取組を強化すること。

②　医療人材の県内定着に向けた支援策の充実を図ること。

①潜在看護師等の確保に向けた取組の強化
・　看護職の求職者について、若い世代や一定のブランクを有す
　る人なども含めて広く確保していく必要があることから、ナー
　スセンターへの求職申込等の利用に当たっては、ウェブサイト
　やアプリを効果的に活用するなどデジタル化を進める必要があ
　る。

②医療人材の県内定着に向けた支援策の充実化
・　若い医師が、専門研修等をきっかけとして本県を離れてしま
　うケースも見受けられることから、県外や海外での研修などの
　医師のキャリアアップのための支援を充実させるなど、県内定
　着を促進する必要がある。
・　医師の県内定着への一助とするため、医師の業務負担の軽減
　が図られるよう、例えば医療秘書の配置の促進等について検討
　をすることが重要である。

②
目指す姿2
方向性①

健康福祉部 医療人材対策室

②
目指す姿2
方向性①

健康福祉部 医療人材対策室

⑵

①
目指す姿2
方向性②

健康福祉部 医務薬事課

・特定保健指導（①）については、これまで保険
者協議会主催の研修会の中で、各保険者に対し、
オンラインを活用した保健指導等の好事例に係る
情報提供（ゼロ予算）を行っており、引き続き、
保険者の好事例や取組状況について、オンライン
を活用した保健指導等の環境整備に資する情報等
を含め、共有を図っていく（目指す姿2方向性
①）。

①　オンライン診療の普及に向けた取組を促進すること。 ・　オンライン診療の普及に当たっては、まずはへき地や無医地
　区などの医療資源の乏しい地域の住民に対して適切な医療を提
　供するための取組を進めていく必要がある。なお、その際、県
　外医療機関の安易な参入等により、地域医療の維持が困難とな
　るような事態に陥ることのないように留意することが必要であ
　る。
・　オンライン診療において画像診断が必要な場合を想定して、
　鮮明な画像を関係者間で共有できる機器の導入等を支援するこ
　とも必要である。
・　特定保健指導における医師、保健師、管理栄養士、看護師等
　の相談業務について、自宅に居ながらにして対応できるような
　環境整備を進めることが重要である。

①
目指す姿2
方向性②

健康福祉部 医務薬事課

①
目指す姿2
方向性④

健康福祉部 医務薬事課

⑶

①
目指す姿2
方向性⑤

健康福祉部
保健・疾病対策
課

①　新興感染症に迅速かつ的確に対応できる医療提供体制を
　強化するための取組を促進すること。

・　今年度から秋田大学に開設する「秋田感染症コアセンター」
　における感染症専門人材の養成等への支援を継続するほか、次
　期医療保健福祉計画においては、感染症の流行拡大期等を想定
　した病床のあり方について検討をするなどして、感染症医療提
　供体制の強化を図る必要がある。

①
目指す姿2
方向性⑤

健康福祉部
保健・疾病対策
課
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部局名 課室名

健康・医療・福祉戦略

所管

提言内容 令和５年度当初予算での対応

備考

具体的な方策 主な事業の名称・内容・予算額（千円） 提言 新プラン

提言３

介護・福祉人材の育成・確保と労働環境の改善の促進について
235,426

42,758

235,426

235,426

医療・介護・福祉の連携の促進について
9,262

認知症の人と家族を地域で支える体制づくりについて
65,798

①　認知症の人やその家族が、本人の状態を適切に把握した
　上で、自らの判断に基づきながら生活できるような取組を
　進めること。

障害者の地域生活と社会参加に向けた環境づくりについて
16,069

8,080

高齢者と障害者の暮らしを支える体制の強化について

介護人材確保対策事業

　介護職員の処遇改善や人材育成等に積極的に取り組む事業者を認証・評価す
る介護サービス事業所認証評価制度の普及を進めながら、事業者が主体的に環
境整備に取り組む意識の醸成を図り、介護業界全体の底上げやイメージ向上を
図る。

介護職員等資質向上研修事業、介護福祉士修学資金等貸付事業

　介護職員のスキルアップや資格取得などに対する支援を引き続き実施する。

介護人材確保対策事業【再掲】

　介護人材確保対策において、介護職員のストレスの原因や離職の理由等につ
いて、調査・分析を実施し介護事業所への情報提供を行う。
　また、厚生労働省が作成したストレスチェック実施プログラムに個人が直接
セルフチェックができるプログラムがあることから、事業所を通じて職員が活
用できるよう周知を図る。また、介護職員のメンタルヘルスケアに資する取組
を国に働きかける。

介護人材確保対策事業【再掲】

　介護従事者の負担軽減や業務の効率化による職場定着を支援するため、介護
ロボット・ＩＣＴを導入する事業者の支援を引き続き実施する。また、介護の
質の向上や職員の負担軽減、効率化を図るため介護助手の活用を促進するセミ
ナーを継続して実施する。

地域包括ケアシステム深化・推進事業

　高齢者等が介護や療養が必要な状態になっても、住み慣れた場所で生活を
続けることができる環境を整備するため、市町村等による地域特性に応じ
た地域包括ケアシステムの構築を支援する。

地域でつなぐ認知症支援推進事業

・　本人や家族が認知症の程度を把握し、日常生活にどのような
　支障が生じているかを理解することが大切であり、日々の生活
　を送る上で必要なことを本人や家族が判断することができ、か
　つ当該判断が尊重されるような取組を検討する必要がある。

　各市町村に対し、認知症の人と家族の会が作成した早期発見のためのチェッ
クリストについて、認知症ケアパスとあわせた効果的な活用を働きかけるとと
もに、認知症の人と家族のニーズに合った具体的な支援につなげる仕組み
（チームオレンジ等）の構築を促進する。

医療的ケア児等総合支援事業（医療的ケア児支援センター事業）

　医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律に基づき、秋田県立医
療療育センターに「医療的ケア児支援センター」を設置して相談対応を行うほ
か、医療的ケア児支援に関する人材育成を行う。

医療的ケア児等総合支援事業（キッズ・ナラティブブック秋田構築事
業）

　「キッズ・ナラティブブック秋田」の構築について、（一社）秋田県医師会
へ運営経費の補助を行う。

①
目指す姿3
方向性①

健康福祉部 長寿社会課

①
目指す姿3
方向性①

健康福祉部 長寿社会課

②
目指す姿3
方向性①

健康福祉部 長寿社会課

③
目指す姿3
方向性①

健康福祉部 長寿社会課

⑵

①
目指す姿3
方向性③

健康福祉部 福祉政策課

・サービスを受ける側の考えや意見に基づいた連
携・支援のあり方の検討（①）については、地域
包括ケアシステム深化・推進事業を実施する中
で、サービスを受ける当事者に近い市町村や地域
包括支援センター職員の意見を吸い上げ、施策に
反映していく（目指す姿3方向性③）。

①　サービスを受ける側の立場に立った医療・介護・福祉の
　連携を促進すること。

・　医療・介護・福祉の分野においては、専門職間の連携はもと
　より、患者・利用者本人やその家族による重要な意思決定を伴
　う場面もあることから、サービスを提供する側のみではなく、
　患者・利用者本人や家族などをはじめとしたサービスを受ける
　側の考えや意見に基づいた連携・支援のあり方を検討する必要
　がある。

⑶

①
目指す姿3
方向性⑤

健康福祉部 長寿社会課

⑷

①
目指す姿3
方向性⑥

健康福祉部 障害福祉課
①　医療的ケア児とその家族に対する総合的な支援体制の整
　備を促進すること。

・　今年度開設された「秋田県医療的ケア児支援センター」にお
　いて、専門的知見を踏まえた助言や情報提供等による相談支援
　の充実を図るほか、それらの支援を総合調整するコーディネー
　ターの養成を行うこと等を通じて、医療的ケア児やその家族が
　身近な地域で安心して暮らせるような環境整備を促進する必要
　がある。
・　医療的ケア児の成長記録や治療経過、災害時に必要な情報等
　も含めた情報共有が可能となるよう、「キッズナラティブ秋
　田」のシステム構築を促進する必要がある。

①
目指す姿3
方向性⑥

健康福祉部 障害福祉課

⑴

①　高齢化するホームヘルパーをはじめとした介護職員の後
　進育成のための環境整備を促進すること。

②　介護職員の心のケアが適切になされるような取組を促進
　すること。

③　職員の負担軽減や業務の効率化に向けた取組を促進する
　こと。

①介護職員の後進育成のための環境整備の促進
・　ホームヘルパー等の処遇の改善に加えて、働きながら資格を
　取得してスキルアップできるような服務上の取組や、資格取得
　に要する費用の支援、キャリアアップ支援等を行った取組を評
　価・認証する「介護サービス事業所認証評価制度」の一層の普
　及を図ること等を通じて、後進を育成しやすい環境を整備する
　必要がある。

②介護職員の心のケアが適切になされるような取組の促進
・　介護職員へ適切な心のケアを行うためには、介護職員が現に
　抱えているストレスの原因や、離職の理由等について適切に把
　握するための取組を促進することが重要である。
・　法律に基づく職場におけるストレスチェックのみではなく、
　他者に知られずに自分だけが自身の心の状態を把握することが
　できる「セルフ・アセスメント」を取り入れることが重要であ
　る。

③職員の負担軽減等に向けた取組の促進
・　介護職員の労働環境を改善する観点から、介護ロボットやＩ
　ＣＴの導入に向けた支援を引き続き実施する必要がある。介護
　職員が行っている業務には、身体介護など専門性の高いものか
　ら、食事の配膳や清掃など高い専門性を必要としない業務まで
　幅広いことから、分業による効率化という視点も含めた負担軽
　減のための方策について検討をする必要がある。
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部局名 課室名

健康・医療・福祉戦略

所管

提言内容 令和５年度当初予算での対応

備考

具体的な方策 主な事業の名称・内容・予算額（千円） 提言 新プラン

提言４

総合的な自殺予防対策の推進について
53,726

751

26,094

17,360

児童虐待防止対策と里親委託の推進について
383

ひきこもり状態にある人を支える体制づくりについて
10,345

4,597

多様な困難を抱える人への支援について
11,084

5,250

誰もが安全・安心を実感できる地域共生社会の実現について

心はればれ県民運動推進事業（地域自殺対策強化事業（地域自殺対策
強化事業費補助金））

　企業でのゲートキーパー養成講座等による勤労者対策やＳＯＳの出し方講座
等の若年者対策、各地域における傾聴サロン開催等の高齢者対策など、地域の
実情や世代に応じた対策を行う民間団体や市町村に支援する。

心はればれ県民運動推進事業（精神疾患に対する医療等の支援対策強
化事業）

　県医師会と連携し、うつ病をはじめとする精神疾患の正しい理解やその対応
に関する相談員向け研修会、精神疾患患者への対応能力向上のための医療従事
者向け研修会を開催するほか、身体疾患をきっかけに精神的に追い詰められる
ことが多い高齢者と接する医療従事者等に対する研修を実施する。

心はればれ県民運動推進事業（秋田大学自殺予防センター事業）

　秋田大学との連携により、高齢者や若年層等のリスクのある世代への自殺予
防事業の実施効果の検証や勤労者等のメンタルヘルス対策に関する実態調査等
を行い、効果的な対策プログラムの作成を目指すほか、地域の関係機関による
自殺未遂者支援ネットワークの構築や商工団体等の協力を得て、経営者向けス
トレスマネジメント研修などを実施する。

心はればれ県民運動推進事業（ＳＮＳ相談支援事業）

　心の悩みについて、県民が相談しやすい体制を構築するため、ＳＮＳを活用
した相談支援を通年実施する。

子ども虐待防止対策事業（児童虐待防止関係機関連絡会議）

　要保護児童等への支援を図るため関係機関等との情報交換を行う。

ひきこもり対策推進事業（ひきこもり相談支援センター運営事業）

　ひきこもりに特化した支援を行うひきこもり相談支援センターに専任コー
ディネーターを配置し、ひきこもり当事者やその家族等に対する相談支援や関
係機関の連携強化、支援人材の育成等を実施するほか、県のウェブサイトによ
り市町村の相談窓口を周知する。

ひきこもり対策推進事業（ひきこもり支援モデル事業）

　ひきこもり相談支援センターと地域振興局福祉環境部が連携し、市町村のひ
きこもり相談体制の整備を支援するほか、県の広報紙や県民公開講座等を通じ
てひきこもり当事者への関わり方などについての周知・普及啓発を行う。

成年後見制度利用促進事業

　判断能力の衰えた高齢者や障害者が円滑に成年後見制度を利用できるように
するため、市町村における支援体制整備等を総合的に支援する。

「我が事・丸ごと」の地域づくり推進事業（ケアラー支援・普及啓発
事業）

　ヤングケアラーを含むケアラー支援のため、普及啓発や相談援助者向けの研
修、ＳＮＳを活用した相談窓口の対応など、支援体制の整備を進める。

①
目指す姿4
方向性②

健康福祉部
保健・疾病対策
課

①
目指す姿4
方向性②

健康福祉部
保健・疾病対策
課

①
目指す姿4
方向性②

健康福祉部
保健・疾病対策
課

②
目指す姿4
方向性②

健康福祉部
保健・疾病対策
課

⑵

①
目指す姿4
方向性③

健康福祉部
地域・家庭福祉
課

・分野を超えた複雑なケースにも対応できる体制
づくり（①）については、新施設の総務・連携推
進班を中心に、組織内や関係機関との連携を促進
する体制づくり（ゼロ予算）を進める（目指す姿
4方向性③）。

①　児童虐待に関する多職種間連携の促進を図ること。 ・　個人情報保護の観点から、多職種間の連携が難しいという課
　題があるものの、要保護児童対策地域協議会の場を有効に活用
　し、適切な情報交換が可能となる体制づくりを進めることが重
　要である。
・　本県では、令和５年度に、子ども・女性・障害者に関するこ
　とや、こころの健康にかかる相談・支援機能を一体化した新施
　設が設置されることとなっているが、同施設においては、各部
　門が高い専門性を維持しながら、分野を超えた複雑なケースに
　も柔軟に対応できるような体制づくりを目指す必要がある。

①
②

目指す姿4
方向性⑤

健康福祉部 障害福祉課

①
目指す姿4
方向性⑤

健康福祉部 障害福祉課

①
目指す姿4
方向性⑥

健康福祉部
地域・家庭福祉
課

②
目指す姿4
方向性⑥

健康福祉部
地域・家庭福祉
課

⑴ 年齢等に応じた効果的な自殺予防対策（①）につ
いては、メンタルヘルス対策に関して労働局と連
携しながら周知を行う（目指す姿4方向性②）。①　関係機関と連携しつつ、年齢や世代に応じた効果的な自

　殺予防対策を講じること。

②　相談者の立場に立った切れ目のないＬＩＮＥ相談事業と
　すること。

①年齢等に応じた効果的な自殺予防対策の実施
・　自殺予防対策においては、行政機関や民生委員はもとより、
　医療機関と連携した自殺未遂者への支援や、労働局と連携した
　メンタルヘルス対策など、幅広い関係機関との連携を図るよう
　な体制づくりを進めることが重要である。
・　高齢者や働き盛り世代、若年層など、年齢により自殺の主な
　原因は異なる場合が多いことから、ＳＮＳを活用した動画によ
　る啓発等も含め、年齢に応じた幅広い予防策を講じる必要があ
　る。

②相談者の立場に立ったＬＩＮＥ相談事業の実施
・　ＬＩＮＥによる自殺相談事業は、とりわけ若い世代にとって
　身近なツールであり有効であるものの、一度相談を引き受けた
　後は継続的な対応が重要となるため、相談者の立場に立った切
　れ目のない事業とする必要がある。

⑶ ・ひきこもり支援に関する好事例（②）について
は、モデル事業を実施する市町村に対する研修
や、あきた就職氷河期世代活躍支援プラット
フォームにおいて周知（ゼロ予算）を図っていく
（目指す姿4方向性⑤）。

①　支援が必要な人を適切かつ確実に支援へ結び付けられる
　ような体制づくりを進めること。

②　ひきこもりに関する支援の好事例を広く周知すること。

①支援が必要な人を適切かつ確実に支援へ結び付けられるような
　体制づくり
・　支援を必要とする人が確実に支援を受けられるようにするた
　めには、ひきこもりに関する地域住民の理解を深めるための普
　及啓発の促進や、当事者に必要な情報を確実に届けるための方
　策の検討のほか、地域の支援機関が効果的な家庭訪問を行える
　よう、相談対応技術の向上等に資する人材育成に係る支援策に
　ついて検討することが重要である。

②ひきこもりに関する支援の好事例の周知
・　県内には、ひきこもりの経験者であり、当事者の気持ちを深
　く理解することができるピアサポーターによる支援や、当事者
　に寄り添いインターネットを有効に活用するなどの先進的な取
　組を行っている民間団体があることから、こうした取組が各地
　域で広く展開されるよう、連絡協議会や研修会の場で積極的に
　情報共有を行う必要がある。

⑷

①　成年後見制度に対する正しい理解と、制度の利用促進が
　なされるよう、市町村への支援の充実を図ること。

②　ヤングケアラーに関する理解を促進し、必要な支援につ
　なぐことができる体制づくりを進めること。

①成年後見制度に対する正しい理解と制度の利用促進
・　成年後見制度に対する理解の醸成や利用促進のためには、制
　度に関する情報提供や相談対応、後見人への支援などを担う
　「中核機関」の整備が重要であることから、その設置に向け
　て、地域の実情に応じた市町村への支援を行う必要がある。

②ヤングケアラーに関する理解促進と支援に向けた体制づくり
・　ヤングケアラーには、自分自身がケアラーであり支援を受け
　られる対象であるという認識を持っていない場合が多いことか
　ら、関係機関が連携及び役割分担をしながら、相談窓口の周知
　・広報を充実させたり、相談内容に応じて適切な相談支援機関
　につなぐことができるような体制づくりを進めることが重要で
　あるほか、ケアラーの問題について県民が理解を深められるよ
　うな普及啓発にかかる取組を推進することが重要である。
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